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○釧路市企業立地促進条例施行規則  

平成１７年１０月１１日  

釧路市規則第１７２号  

改正  平成１９年１月２２日規則第５号  

平成２０年３月３１日規則第２９号  

平成２３年３月３１日規則第３０号  

平成２４年７月６日規則第４４号  

平成３０年３月１９日規則第３号  

令和３年９月１４日規則第３６号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、釧路市企業立地促進条例（平成１７年釧路市条例第１４８号。以下

「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この規則において使用する用語の意義は、条例に定める用語の定義による。  

（指定の申請等）  

第３条  条例第４条第３項の規定による指定の申請（以下「指定申請」という。）は、事

業場の取得等に係る工事に着手する日前６０日から当該工事に着手した日後３０日ま

での期間内に、指定申請書により行わなければならない。  

２  前項の規定にかかわらず、条例別表第２備考第２項に規定する助成措置の対象となる

者は、当該助成措置の対象要件を具備する日の前日までに、指定申請を行うことができ

る。  

３  条例第４条第１項及び第６条に規定する指定（以下「事業者指定」という。）は、指

定書の交付によりこれを行うものとする。  

４  市長は、前項の事業者指定をする場合において、必要があると認めたときは、その指

定に条件を付すことができる。  

（指定申請内容の変更）  

第４条  前条第３項の指定書の交付を受けた者（以下「指定事業者」という。）は、指定

申請の内容を変更しようとするときは、速やかに計画変更申請書を市長に提出し、承認

を受けなければならない。  

（着手及び完成の届出）  

第５条  指定事業者は、事業場の取得等に係る工事に着手したときは、速やかに着手届に

より市長に届け出なければならない。  

２  事業者指定を受ける前に事業場の取得等に係る工事に着手した者は、事業者指定を受

けた後、速やかに着手届により市長に届け出なければならない。  

３  指定事業者は、事業場が完成したときは、速やかに完成届により市長に届け出なけれ

ばならない。  

（操業等の開始の届出）  

第６条  指定事業者は、事業場の操業等を開始したときは、速やかに操業等開始届により

市長に届け出なければならない。  

（措置の申請）  

第７条  条例第５条第２項の規定による課税の免除の申請は、課税免除申請書により、当

該事業場の操業等開始の日後、課税の免除を受けようとする年の１月３１日までに行わ

なければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。  

２  条例第５条第２項の規定による補助金の交付申請は、次の各号に掲げる助成の区分に
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従い、当該各号に定める期日までに補助金交付申請書により行わなければならない。た

だし、市長が認めたときは、この限りでない。  

（１） 条例第３条第１号の土地取得助成及び同条第３号の緑化助成（土地取得助成に

ついては、市外からの進出の事業場に対するものに限る。） 基準年度の１月３１日  

（２） 前号に掲げる助成以外の助成  当該助成の対象要件を具備した日以後の１月３

１日  

３  前項の規定にかかわらず、条例別表第２備考第２項に規定する助成措置の対象となる

指定事業者が行う前項の交付申請は、当該対象要件を具備した日以後の１月３１日まで

に補助金交付申請書により行わなければならない。ただし、市長が認めたときは、この

限りでない。  

４  条例第３条第５号及び第６号に掲げる助成に係る補助金の交付申請は、当該補助金が

交付されることとなる年度ごとに、それぞれ当該助成の対象要件を具備し、行わなけれ

ばならない。  

５  条例第７条第２項の規定による特別援助の申請は、特別援助申請書により行わなけれ

ばならない。  

６  前各項の規定による課税の免除、補助金の交付及び特別援助の申請は、市税を完納し

ていなければ行うことができない。  

（措置の決定等）  

第８条  課税の免除、補助金の交付又は特別援助の決定は、それぞれ課税免除決定書、補

助金交付決定書又は特別援助決定書の交付により行うものとする。  

２  補助金の交付は、前項の補助金交付決定書を交付した日の属する年度又はその次の年

度に行うものとする。  

（新たに雇用される者）  

第９条  条例別表第２に規定する規則で定める新たに雇用される者は、常時雇用される者

（日々雇い入れられる者を除く。以下「常用雇用者」という。）であって、住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）により本市の住民基本台帳に記録されている者で次の

各号のいずれかに該当するものをいう。  

（１） 雇用助成及び設備投資資金助成に係る事業場の新設にあっては、当該事業場の

操業等開始の日に雇用されている者又は操業等開始後３か月以内（コールセンターに

あっては、９か月以内）に雇用される者で、引き続き１年を超えて雇用され、かつ、

補助金の交付申請時に雇用されているもの  

（２） 雇用助成及び設備投資資金助成に係る事業場の増設にあっては、当該増設の着

手日から当該増設に係る操業等開始後３か月以内（コールセンターにあっては、９か

月以内）に雇用される者で、引き続き１年を超えて雇用され、かつ、補助金の交付申

請時に雇用されているもの  

（３） 事業所賃借料助成及び通信回線使用料助成に係るコールセンターの新設にあっ

ては、当該コールセンターの事業開始の日に雇用されている者又は事業開始後９か月

以内に雇用される者で、引き続き３か月を超えて雇用され、かつ、補助金の交付申請

時に雇用されているもの  

２  前項の規定にかかわらず、条例別表第２備考第２項に規定する雇用助成及び設備投資

資金助成の対象となる場合における新たに雇用される者は、常用雇用者であって、操業

等開始の日に雇用されている者又は操業等開始後３年以内に雇用される者で、本市の住

民基本台帳に記録されているもので、引き続き１年を超えて雇用され、かつ、補助金の

交付申請時に雇用されているものとする。  
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（事業場の増設に伴って新たに雇用される者の人数の算定）  

第９条の２  前条第１項第２号に掲げるもの（以下この条において「増設新規雇用者」と

いう。）の人数を算定する場合において、次に掲げる人数が増設新規雇用者の人数を下

回るときは、これらのうち最小の人数を増設新規雇用者の人数とみなす。  

（１） 補助金の交付申請時の当該指定事業者の市内における常用雇用者（引き続き１

年を超えて雇用されている者に限る。以下この条において同じ。）の人数から当該増

設に係る指定申請前３年間における決算期ごとの当該指定事業者の市内における常

用雇用者の人数のうち最大のものを控除した人数  

（２） 当該増設の着手日から補助金の交付申請時までの間に当該指定事業者に市内で

新たに雇用される常用雇用者の人数から当該期間中に退職、異動等により減少した当

該指定事業者の市内における常用雇用者の人数を控除した人数  

（市内居住者）  

第１０条  条例別表第２に規定する規則で定める市内居住者は、第９条に規定する新たに

雇用される者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。  

（１）  雇用前引き続き３年以上本市の住民基本台帳に記録されている者  

（２） 本市の住民基本台帳に記録されていた者で、本市において教育基本法（平成１

８年法律第１２０号）による義務教育以上の課程を修了し、進学又は就職のため本市

を転出したものであって、雇用時に満３０歳未満のもの  

（緑化助成事業）  

第１１条  条例別表第２に規定する緑地の設置に要したと認められる事業費の範囲は、事

業場が行う緑化工事のうち、芝生工事及び植栽工事に要した費用とし、附帯する工作物

の設置に要した費用は対象としない。  

（端数計算）  

第１２条  補助金を計算するに当たり、補助金の額に、１，０００円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てるものとする。  

（措置の承継の届出）  

第１３条  条例第８条第２項の規定による届出は、同条第１項の承継の事実が生じた後、

速やかに承継届により行わなければならない。  

（操業等の状況の報告）  

第１４条  指定事業者は、課税の免除を受けた年度の初日又は補助金の交付若しくは特別

援助を受けた日の属する事業年度から３事業年度後までの各事業年度の操業等の状況

を当該事業年度終了後、速やかに操業等報告書により市長に報告しなければならない。 

（操業等の休止等の届出）  

第１５条  指定事業者は、事業場の操業等の開始後１０年以内に当該操業等を休止し、若

しくは廃止し、又は当該操業等の内容を著しく変更したときは、その理由を速やかに操

業等休止（廃止・変更）届により市長に届け出なければならない。  

２  前項の規定にかかわらず、指定事業者は、課税の免除を受けた年度の初日又は補助金

の交付若しくは特別援助を受けた日の属する事業年度から３事業年度後までの間に当

該事業場の操業等を休止し、又は廃止（倒産の場合を除く。以下同じ。）しようとする

ときは、あらかじめ、その理由及び休止又は廃止の予定日を、操業等休止等予定届によ

り市長に届け出て、市長と操業等の休止又は廃止に関する協議を行わなければならない。 

（違約加算金）  

第１６条  条例第９条第２項の規定により既に行った課税の免除に相当する額の納付又

は補助金の返還を命ぜられた者は、当該課税の免除を受けた年度の初日又は当該補助金
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の交付を受けた日から納付又は返還した日までの日数に応じ、当該課税の免除に相当す

る額又は当該補助金の額（その一部を納付又は返還した場合におけるその後の期間につ

いては、既納額を控除した額）につき納期限後に納付する固定資産税の延滞金の例によ

る割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。  

（補助金の返還等の規定の適用）  

第１７条  条例第９条第１項第４号ただし書に規定する市長がやむを得ない理由がある

と認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。  

（１）  災害により操業等の継続ができなくなった場合  

（２）  企業経営の悪化により倒産した場合  

（３） 第１５条第２項の規定による協議を行い、市長が特にやむを得ないと認めた場

合  

（様式）  

第１８条  この規則における申請書、指定書、決定書等の様式については、別に定める。 

（委任）  

第１９条  この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に事業場を新設し、

又は増設する工事に着手した者に適用し、施行日の前日までに事業場を新設し、又は増

設する工事に着手した者については、合併前の釧路市工業等振興条例施行規則（昭和６

２年釧路市規則２５号）、阿寒町企業立地促進条例施行規則（平成８年阿寒町規則第６

号）、阿寒町中小企業振興条例施行規則（昭和４６年阿寒町規則第１９号。第３章の規

定に限る。）又は音別町企業立地促進条例施行規則（平成７年音別町規則第５号）は、

この規則の施行後も、なおその効力を有する。  

３  第１０条の本市には、合併前の釧路市、阿寒町及び音別町を含むものとする。  

附  則（平成１９年１月２２日規則第５号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２０年３月３１日規則第２９号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の第１４条及び第１５条の規定は、この規則の施行の日以後に指定事業者とな

った者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例によ

る。  

附  則（平成２３年３月３１日規則第３０号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の釧路市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定

事業者となる者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前

の例による。  

附  則（平成２４年７月６日規則第４４号）  
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（施行期日）  

１  この規則は、平成２４年７月９日から施行する。  

（釧路市企業立地促進条例施行規則の一部改正に伴う経過措置）  

２  この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、出入国管理及び難

民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律（平成２１年法律第７９号）第４条の規定によ

る廃止前の外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号。以下「旧外国人登録法」という。）

により本市の外国人登録原票に登録された者であって施行日から引き続き本市の住民

基本台帳に記録されているものに係る第８条の規定による改正後の釧路市企業立地促

進条例施行規則（以下「改正後の釧路市企業立地促進条例施行規則」という。）第１０

条第１号の規定の適用については、施行日の前日までに引き続き本市の外国人登録原票

に登録されていた期間を本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。  

３  旧外国人登録法により本市の外国人登録原票に登録された者に係る改正後の釧路市

企業立地促進条例第１０条第２号の規定の適用については、同号中「住民基本台帳に記

録されていた者」とあるのは、「住民基本台帳に記録され、又は出入国管理及び難民認

定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す

る特例法の一部を改正する等の法律（平成２１年法律第７９号）第４条の規定による廃

止前の外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）により本市の外国人登録原票に登録

されていた者」とする。  

附  則（平成３０年３月１９日規則第３号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（令和３年９月１４日規則第３６号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

 


